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はじめに 

教育は、子どもの望ましい発達を期待し、子どもが持つ潜在的な可能性に働きかけ、その

人格の形成を図る営みです。特に、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重

要な役目を担っています。 

平成 27 年４月から施行された子ども・子育て支援新制度では、子どもの最善の利益が実現

される社会を目指すとの考え方を基本とし、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保

障することを目指し、幼児期の学校教育や保育、地域における多様な子育て支援の量的拡充

や質の向上を進めることとされております。 

本市ではこれまで、公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園という多様な選択肢があ

り、保護者のニーズに応じて選ぶことができるという環境を整えることが大切であるという

考え方により、互いの理念や方針を尊重しながら、市全体の就学前の教育・保育の向上に努

めてきました。 

その中でも本市の公立幼稚園については、各地区に概ね１施設ずつ整備されており、地域

や小学校等と連携しやすいことを大きな特色として質の高い教育・保育を目指すとともに、

地域に根ざした子育て支援を行い、幼小中一貫教育の推進に取り組んでまいりました。 

しかしながら、昨今、全国的に保育士不足が課題となっており、また、袋井市においては、

幼稚園の定員割れや保育所の待機児童、公立の幼稚園及び保育所施設の老朽化などが課題と

なっております。 

この課題解決に向けては、就学前の教育・保育にふさわしい環境を整えることに加え、  

教育・保育の質の向上を図る一方、財政的な観点からはその効果的かつ効率的な運営体制を

構築することが求められております。また、国におきましては、幼児教育・保育の無償化に

関する本格的な検討が進められておりますことから、この動向について注視していく必要が

あります。 

このような状況に鑑み、本年度、学識経験者をはじめ、幼稚園・保育所・認定こども園の代

表や市民から幅広く意見をいただくため、「袋井市の就学前の子どもの教育・保育のあり方

検討委員会」を設置し、『公立幼稚園及び公立保育所の適正規模、適正配置に関する事項』、

『教育・保育施設の運営に関する事項』、『幼保一元化（認定こども園化など）の推進に関す

る事項』について協議、検討していただきました。その検討結果等を踏まえ、本市の概ね 10

年間を見据えた基本方針を策定いたしました。 

 今後は、この方針に基づき、将来を見据えた就学前の教育・保育の構築を図り、具体的な

施策に反映してまいります。 

 

 

平成 30 年 3 月 28 日 

袋井市教育委員会 
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１ 就学前の子どもの教育・保育の現状と袋井市における課題  

（１）人口減少 

本市の人口は、今後はゆるやかに減少し、少子高齢化が進むことが見込まれておりま

す。人口推計の結果、本市の総人口がピークにあたる平成 27 年と比較して、20 年後（平

成 47 年）には約６％の減少、40 年後（平成 67 年）には約 18％の減少と大幅な減少が見

込まれております。 

年齢区分別では、年少人口は 20 年後（平成 47 年）には約 23％の減少、40 年後（平成

67 年）には約 37％の減少であるのに対し、老年人口は 20 年後（平成 47 年）には約 25％

の増加、40 年後（平成 67 年）には約 34％の増加と、少子高齢化が進行することが見込

まれております。                            資料１ 

 

（２）保護者ニーズの移り変わり（幼稚園の定員割れ、保育所の待機児童） 

核家族世帯の増加や女性の社会進出による保育需要の高まりに加え、認可保育所など

の計画的・継続的な新設により潜在需要が喚起され、保育所入所率が増加する一方で、

幼稚園入園率は減少を続けています。園児数の減少により一段と公立幼稚園の小規模化

が進展することが考えられます。各幼稚園の現状を考慮しつつ、今後の教育・保育の環

境整備に向けて公立幼稚園の適正規模、適正配置を見直すことが大きな課題となってい

ます。         

保護者ニーズが幼稚園から保育所にシフトしており入所申込者数が年々増加してい

ることや、国の待機児童の定義の変更がされたことなどにより、平成 29 年４月時点の

待機児童数は 27 人となっており、待機児童の解消に至っておりません。   資料２ 

 

（３）公共施設マネジメント（幼稚園及び保育所施設の老朽化） 

公共施設に対する全体的なニーズの減少、学校教育系施設に対するニーズの減少や高

齢者福祉施設に対するニーズの高まりなどが生じる可能性があります。今後も地区ごと

に既存の施設を維持し続ける必要性についての検討や、地区ごとに整備されているとい

う特性を踏まえた検討をする必要があります。 

公立幼稚園及び公立保育所については、平成 13・14 年度には耐震補強工事を実施し、

園児の安全確保を図っていますが、建築から 30 年以上経過しており、施設の老朽化は否

めないところであります。公共施設等の更新時期を迎え、選択と集中による適切な維持

管理が求められています。施設の点検から予防保全対策までを一体と捉えた取組を実施

することに併せ、統廃合を含めた計画的な施設更新の必要があります。    資料３ 

 

（４）財政的な観点からの効果的かつ効率的な運営体制の構築 

人口減少や少子化（生産年齢人口の低下）による歳入減、高齢化進行による扶助費や

公共施設等の更新・維持管理費の増加による歳出増が予想されます。 

今後も必要な公共サービスを維持していくためには、公共施設等の更新及び管理運営

に掛かる費用を踏まえた財政の均衡を図ることが大きな課題となります。    資料４ 
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（５）保幼小接続の推進 

   乳幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続を進めるために、幼稚園、保育所等

と小学校が、教育内容や指導方法等について相互に理解を深め、一貫した教育を進めて

いくことが重要となります。 

   現在、小学校との連絡会や交流等を行っておりますが、教育内容や指導方法の相互の

理解までには至っていない状況があります。しかしながら、本市の特色でもあります特

別支援教育における相互理解は徐々に深まっており、乳幼児、児童の発達についての理

解も進みつつあることから、保幼小接続についても円滑な接続に向けて教育内容や指導

方法への理解を広げていくことが必要となります。 

また、公立・私立の教育・保育施設がその枠を超えた一層の連携や交流を図ることも

重要となります。 

 

（６）新たな幼稚園教育要領、保育所保育指針等への取組 

   今回の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育指針の

改訂において重要なことは、「身近な環境に子どもが能動的に主体的に関わり試行錯誤

しながら学んでいくこと」、「環境に子どもが関わって意味を見出していくということ」、

「『見方・考え方』を活かす教育であること」が示されたことです。 

   保育者には、子どもの理解に基づいて意図的・計画的に園生活全体の環境構成をし、 

  子どもが保育者や友達と関わりながら、様々な体験を通じて学びを深めたり発展したり

できるようにしていくことが求められています。 

また、従来、教育・保育の現場で暗黙知や経験値として積み重ねてきたことを可視化

及び言語化し、それを保育者が意識することで、遊びにおける一人ひとりの違いに対応

し、子どもの育ちに寄り添っていくことが求められています。 

 

（７）幼児教育・保育の無償化 

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成並びに義務教育及びその後の基礎を培うもの

として重要であることが教育基本法及び学校教育法にも明記されております。 

幼児教育・保育の無償化はその実現のため、すべての子どもに質の高い幼児教育の保

障を目指すものであり、無償化に向けては国の基準に基づき、ひとり親世帯や低所得世

帯等において段階的に推進されております。 

子育て世帯の経済的負担を軽減することは、安心して子どもを産み育てるための環境

を整えることの一助になるものであり、現在、国におきまして幼児教育・保育の無償化

に向けて本格的な検討が始められておりますので、無償化などに関する動向について注

視し、市として適切な検討をしていく必要があります。 
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２ 袋井市の就学前の子どもの教育・保育のあり方について  

（１）ソフト面 

ア これからの就学前の教育・保育のあり方について 

（ア）袋井市における就学前の教育・保育のねらい 

平成 30 年度施行の新しい「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領」は、幼児教育施設の３元化の実態を背景に、３つの要領・指

針の内容をできる限り一致させたことに特徴があります。 

    新要領・指針の内容のポイントは、小学校以上への接続をねらいとした縦のつなが

りの強化、どの施設でも質の高い幼児教育を受けられることをねらいとした横のつな

がりの強化があげられます。また、３つの要領・指針の改定すべてに、幼児教育・保

育を通して、小中につながる３つの資質・能力となる「知識及び技能の基礎」「思考力、

判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の育成をめざすこと、小学校

入学までに育ってほしい「10 の姿」の内容が盛り込まれています。 

   そして、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領においても、３つの資質・能力

として「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」

の育成をめざすことが同じく盛り込まれています。 

    就学前の教育・保育は、目先の結果ではなく、生涯にわたる学習の基礎を作ること

を重視しております。就学前の子どもは、生活や遊びにおける直接的・具体的な経験

を通して、情緒的、知的に発達し、社会性を養い人間として、社会の一員としてより

よく生きていくための基礎となる力を獲得していきます。また、小学校以降における

教科の内容について実感を伴って深く理解できることにつながる「学びに向かう力」

を育んでいきます。 

    教育・保育施設における教員等には、就学前の子ども一人ひとりの内面にある芽生

えを理解し、その芽を引き出し伸ばすために、子どもの主体的な活動を促すための環

境を計画的に設定できる専門的な能力が求められます。 

 

    前述のとおりの新要領・指針を受け、袋井市では、幼児期の育ちの現状から就学ま

でに身に付けたい力を、「生活習慣」、「学びに向かう力」、「思考・表現の基礎となる力」

の３つの柱でおさえ「10 の姿」を具体的に示し、重点を「思考力の芽生え」といたし

ました。 

幼児にとって安心できる小学校への接続となるよう、アプローチ・カリキュラム、

スタート・カリキュラムを作成し実践していくうえで、現在も実施している幼稚園と

小学校の教員、幼児と児童の交流、園運営への地域の協力体制等を生かし、公立幼稚

園が保幼小接続の基準的な役割を担い、幼稚園、保育所等と小学校の一貫した教育を

推進してまいります。 

保幼小接続を推進することにより、学力向上の効果や不登校対策に繋げるとともに、

本市の就学前の教育・保育全体の質を高め、「新しい環境に適応する力」を子どもに育

み、幼小中一貫教育において目指す子ども像である「夢を抱き、たくましく次の一歩

を踏み出す 15 歳」を育成する第一歩としてまいりたいと考えております。 
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（イ）幼児にとっての望ましい教育環境のあり方 

自我が芽生える幼児期には、友達との考え方の違いや物をめぐる対立や葛藤体験

などを通して子どもが自分の思いを伝えたり、感情を抑えたり、思いやりの心を学

んだりすることが発達に必要な経験であり、大切なことであると考えます。 

幼児にとって望ましい教育・保育環境のあり方として、一定の集団の中で子ども

同士が相互に影響しあい、一人ひとりの子どもの発達に添った経験が得られること

が重要です。 

また、幼児の生活は、家庭・地域・幼稚園と連続的に営まれており、園児の生活

や体験を充実させ、効果的で特色のある教育活動を展開するためには、園と地域が

連携を深め、地域の力を園運営に積極的に取り入れることが重要です。 

 

（ウ）公立・私立の教育・保育施設の市全体としてのあり方 

少子化や女性の社会進出などにより、幼児期の教育に求められる内容が変化して

きています。幼稚園については、就労しながら通園させたいというニーズが依然と

して高いことから、預かり保育など長時間の保育が求められるようになり、一方、

保育所に対しても教育としての保育がこれまで以上に求められるようになってきて

います。 

また、核家族化や地域における人間関係の結びつきの希薄化や情報の多様化など

から子育てに関する不安も増えており、子育て支援への期待も大きくなっています。 

   本市ではこれまで、公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園という多様な選

択肢があり、保護者のニーズに応じて選ぶことができるという環境を整えることが

大切であるという考え方により、互いの理念や方針を尊重しながら、市全体の就学

前の教育・保育の向上に努めてきました。 

今後、公立・私立の教育・保育施設がその枠を超えた一層の連携を図ることによ

り、本市の就学前の教育・保育全体の充実や発展に向けた取組を進めていくことが

重要であると考えます。 

資料５ 
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イ 就学前の教育・保育の質の向上と公立幼稚園の役割について 

（ア）保幼小接続の基準的な役割を担う 

本市の幼小中一貫教育では、小学校進学時の戸惑いや不安から生じるいわゆる

「小１プロブレム」など早い段階での“つまずき”を解消するため、小学校と中学

校に加え、幼稚園や保育所等を含めた乳幼児期からの一貫した教育を推進します。 

つきましては、学習の芽生えを育む就学前カリキュラム（アプローチ・カリキュ

ラム）の導入など、幼稚園、保育所等と小学校が教育内容や指導方法について相互

理解を深め、乳幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続を目指します。 

また、引き続き、幼稚園、保育所等と小学校の異校種交流や、保育士・教員等の

合同研修などに取り組むことにより、これまで以上に相互理解を深め、互恵性を高

めてまいります。 

「袋井市小中一貫教育基本方針」に基づく幼小中一貫教育においては、公立の幼

稚園、保育所等と小学校の接続のみでなく、私立の教育・保育施設とも連携してい

く必要があります。小学校との連携のしやすさが公立幼稚園の最大の利点であるこ

とから、公立幼稚園が主体となって保育士・教員等の相互理解、連携・協力が図ら

れるようにするなど、保幼小接続の一層の推進に向けて基準的な役割を担ってまい

ります。 

資料６ 

                

（イ）幼児期の教育の研修や実践の基準的な役割を担う 

長期的な見通しをもって幼児期の教育の質及び教員の資質の向上を図るため、 

公立幼稚園において継続的に取り組んできている研修や実践を今後もさらに発展さ

せるとともに、私立の幼稚園、保育所、小学校等にもその成果を発信していくこと

が公立幼稚園としての役割であると考えます。 

公立幼稚園が主催する研修会に市内の私立保育所等からの参加者も年々増加して

おりますことから、このような場を活用することにより公立幼稚園における教育の

推進について示し、本市の幼児期の教育全体の充実を図ってまいります。 

 

（ウ）特別支援教育の先導的な役割を担う 

本市には早期療育通所施設がなかったことから、平成 14 年度から公立幼稚園に

おいて拠点園方式により、重度の自閉症児や肢体不自由児などの受入れを開始しま

した。続いて平成 21 年度からは、支援を必要とするすべての幼稚園に支援員を配置

し、希望するすべての幼児が地元の幼稚園に入園することが可能となりました。  

さらに平成 22 年度には、障がいの状況に応じて必要な支援員を配置することによ

り支援体制を強化し、幼児の教育時間(５時間)における対応となっています。また、

外国人の入園児の増加により、平成 23 年度から外国人通訳支援員を配置し必要と

する園を巡回しています。 

特別支援教育については、市内の公立・私立の幼稚園、保育所・認定こども園に

おいて行われていますが、小学校との接続や特別支援学校等との連携のしやすさが
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公立幼稚園の強みであり、特別支援を必要とする幼児に対して、個々の子どもの実

態に応じた適切な支援及び指導ができる人的な支援環境を保障することが公立幼稚

園の大きな役目のひとつであると考えます。 

今後の幼児期の特別支援教育を考えるとき、「生きる力」を育み、15 歳（義務教育

終了時）に繋げるため、これまで公立幼稚園が培ってきた知識、経験を活かしなが

ら、市内の特別支援教育の拠点施設として公立幼稚園が先導的な役割を担ってまい

ります。 

 

 

ウ 教育・保育施設の運営について  

これまでの本市の幼児教育を踏まえ、公立として果たす役割があり、私立として担

う役割があります。今後の幼児期の教育を考える時、公立と私立それぞれの役割をど

のようにしていくのかが重要です。 

行政経営における基準的な役割や公共福祉としての強み、民間経営における効率性

や発展性などの強みをそれぞれ最大限に活かし、さらに地域との連携を図りながら施

設運営を行っていくことが望ましいと考えます。 

特に、幼小中一貫教育など本市が重点的に推進する取組について、行政が基準的な

役割を担い、市内の公立・私立の教育・保育施設が共通の理解をする中で連携・協力

し、幼児期の教育全体の充実を図ってまいります。 
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（２）ハード面 

ア 袋井市立幼稚園の適正規模、適正配置について 

（ア）規模による特性 

幼児期は、集団生活の中で自立心や人とかかわる力を培い、多くの友達と接する

ことによって影響し合い、切磋琢磨して成長する時期です。しかしながら、少子化

や女性の社会進出などによる環境の変化から、公立幼稚園の入園率は年々減少して

きており、今後、幼稚園教育の目的が十分に果たせない状況が発生することも危惧

されます。 

幼児期における教育環境の適正規模については、子どもの年齢や発達状況による

行動の差異が大きく、遊びの種類や内容も流動的であり、多くの要素がからみ合う

ため、学級の必要最低人数の設定や線引きが難しいことが挙げられます。 

 

◆ 人数の少ない幼稚園の特性 

園児数の少ない園では、家庭的な雰囲気の中で、教員が一人ひとりの子どもにゆ

ったりと関わり、子どもの心の安定が図りやすく、子どもへの理解が深まり、個に

応じた援助が行き届きやすくなります。しかし、友達関係が固定化したり、遊びの

種類が限定されたりして、友達同士で遊びのおもしろさを共感したり、思いを伝え

合ったりする経験が乏しくなりがちです。 

こうした課題を克服するため、近隣の幼稚園、保育所、小学校等と交流をしたり、

異年齢で過ごす時間を多くするなど、多様な出会いの場を積極的に設けるように

努めています。 

 

◆ 人数や学級数の多い幼稚園の特性 

１学級の人数や学級数の多い園では、子ども達は園生活に慣れてくるにつれて、

教員が積極的に仲介しなくても自然に集団を形成し、他者とのふれあいも活発に

なります。教員は、一人ひとりの思いや発達の違いを的確に読み取り、子どもが安

心・安定して行動できるような関わりを持ち、繋ぎ手になるなど、子ども同士の育

ち合いを支える援助が求められます。 

多人数では、個に応じた援助はしにくくなる一方で、子ども同士の関わりが自然

発生的にできてくるので、教員が人間関係を調整したり、遊びを深める援助をした

りすることで集団が育ち、結果として、一人ひとりの子どもが育つといえます。 

 

◆ 国の基準 

平成７年４月に国の「幼稚園設置基準」の一部を改正する省令が制定され、１学

級の幼児数が 40 人以下の原則から 35 人以下に引き下げられています。 
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（イ）適正人数の考え方 

個に応じた援助からの面からは、子どもと教員のコミュニケーションの機会が十

分に確保でき、基本的な生活習慣の形成を図るためのきめ細やかな指導が可能とな

ることから、子どもが自由に遊んでいる際の安全面の把握ができ、一人の教員が子

どもたち一人ひとりに十分に関わり、信頼関係が築ける規模が大切です。 

一方、集団形成の面からは、幼児教育の特色である集団生活を通して、「生きる力」

や「考える力」「がんばる力」の基礎を培うためには一定以上の人数が必要であり、

集団生活の成り立ちにくい少人数では、教育効果を発揮することが難しくなると考

えられます。 

人間関係が徐々に広がり、集団を形成して生活ができるようになるという発達の

過程を考慮すれば、一人ひとりが自分の思いや意見を出し合い、互いの存在を受け

入れて、一緒に遊ぶことが楽しいと感じられる関わりの場が存在することが必要で

す。さらなる成長過程においては、友達と言葉で思いを伝え合い、試行錯誤して遊

びをおもしろくする経験や、複数のグループの活動を通して仲間のつながりを感じ

たり、共通の課題に力を合わせて取り組んだりする経験ができる規模が必要となり

ます。 

子ども達の人間関係が多様になり、様々な感情体験や葛藤経験の機会が得られ、

社会性や協同性の芽生えが培われるためには、１学級には遊びの最小単位（３人～

５人の単位）が３つから５つ程度構成できることが望ましいと考えます。 

 

（ウ）袋井市立幼稚園における１学級の適正人数 

学級規模や学級数に関して絶対的な基準はありませんが、幼児期の発達段階に応

じた集団性や個々に応じた指導などを勘案し、１学級の適正人数（年齢別学級定員）

は、３歳児が 20 人程度、４歳児が 30 人程度、５歳児が 30 人程度と設定します。 

また、１学級の最低人数については、集団生活を通して「生きる力」の基礎を培

うため、加えて、経営意識を持った幼稚園運営の観点からも、10 人を下回ることの

ないよう、保護者ニーズに応じた工夫や努力をしてまいります。 

資料７ 

（エ）袋井市立幼稚園における適正な学級数 

集団の中で遊んだり、生活したりすることは、幼児期に身につけるべき課題であ

り、幼児教育の重要な目的のひとつとなっています。近年、家庭や地域などにおい

て、子どもを取り巻く環境をみると、少子化などにより生活の中において集団で遊

ぶ機会が少なくなってきています。 

幼児教育においては、より多くの幼児と出会い、多様な関係を構築することによ

って経験が積めることから、１学年の学級数は複数が望ましいと考えます。 

また、教員にとっても、子どもを多面的に見て理解を深めたり、指導力を高めた

りすることができます。教員数が増えることで園内における体制が整い、緊急時の

対応など安心感が向上します。 
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◆ 単学級の特性 

単学級では、子ども同士、子どもと教員の人間関係が密になる一方で、集団内で

の子どもの役割が固定化されてしまうことから、多様な人間関係の中で社会性を

育むのに十分な教育環境とはいえません。 

 

◆ 複数学級の特性 

子ども達の関係性を変えることができ、多様な考えに触れたり序列の固定化を

防いだりすることができるなど、人と関わる力を高めます。多くの子どもたちがい

る中で切磋琢磨できる環境の提供や一定規模の集団での遊びや様々な体験を通じ

て、子どもを健やかに育みます。 

 

 

 

イ 袋井市立幼稚園の統廃合について 

（ア）目指すべき方向性 

幼稚園は、多様な出会いの中で、遊びや生活を通して「生きる力」「考える力」「が

んばる力」を養っていく場です。幼稚園における望ましい教育環境を考えるとき、

ある一定の集団規模が保障されることが必要です。 

今後も少子化や女性の社会進出などにより幼稚園入園率の減少が続くことを考え

ると、一段と公立幼稚園の小規模化が進展する可能性があり、適正人数や学級数の

確保が困難となった場合、幼児にとって望ましい教育・保育の環境を整えるため、

公立幼稚園の再編整備が必要となります。 

 

  （イ）袋井市立幼稚園における統廃合の考え方 

公立の幼稚園及び認定こども園については、保幼小接続や特別支援教育などにお

ける就学前の子どもの教育･保育の基準的または先導的な役割を果たしていく拠点

となり得ることから、今後概ね 10 年間における統廃合については、１小学校区につ

き１公立園を存続させていくことが望ましいと考えますが、社会情勢や保護者ニー

ズの動向、幼児期における教育環境の適正規模、財政的状況などの諸条件を見極め

ながら総合的に判断し、状況の変化に対して柔軟に対応することが必要であると考

えます。 
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ウ 幼保一元化（認定こども園化）の推進について 

公立保育所については、近隣幼稚園との統合による認定こども園化を検討します。 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ施設であり、国においても認

定こども園化を推進していることから、保護者ニーズの動向や市全体における幼稚園

及び保育所の定員数などの諸条件を考慮しながら検討します。 

平成 27 年度から平成 31 年度までの計画期間で策定した袋井市子ども・子育て支援

事業計画においては、教育・保育提供区域について中学校区を１つの単位として圏域

を設定していることから、将来的には、公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園

等の多様な選択肢があり、保護者がそれぞれのニーズに応じて教育・保育施設を選べ

ることや、その圏域内において様々な施設や事業を連携させるため、圏域内における

公立または私立の認定こども園の必要性について検討します。 
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おわりに 

 

袋井市の就学前の子どもの教育・保育のあり方検討委員会等において様々な議論を行う中

で、本市の概ね 10 年間を見据えた基本方針を策定いたしました。 

本市ではこれまで、公立及び私立の幼稚園、保育所、認定こども園が互いの理念や方針を

尊重しながら、市全体の就学前の教育・保育の向上に努めてまいりました。 

今後におきましても、将来の袋井市を担う子ども達が未来をたくましく生きる力を育む 

「最初の場としての教育」を保障し、就学前の子どもの教育・保育の質を向上させていくこ

との重要性を改めて認識いたしました。 

殊更に直近の保育定員の量的拡大のみに特化した待機児童対策や、拙速な公立施設の統廃

合の判断などにより、子ども達の育ちの環境や教育・保育の質を低下させることのないよう、

当該基本方針の内容を今後の事業計画に反映させ、本市の地域の特性に応じた子育て支援施

策を推進してまいります。 

幼小中一貫教育など本市が重点的に推進する取組については、行政が基本方針をお示しし、

市内の公立・私立の教育・保育施設の共通理解のもとで連携・協力し、幼児期の教育全体の

充実を図ってまいりたいと存じます。 

公立の幼稚園及び認定こども園につきましては、就学前の子どもの教育･保育の基準的な

役割を担っていく拠点となり、また、地域に根ざした園として発展していくため、保幼小接

続、特別支援教育、地域における子育て支援、地域との連携といった様々な取組を一層充実

させてまいります。 

また、教育・保育施設の運営については、行政経営における公共福祉や市民サービス向上

などの強み、民間経営における効率性や発展性などの強みをそれぞれ最大限に活かし、地域

との連携を図りながら、施設運営を行っていくことが望ましいと考えます。 

なお、今後 20 年から 30 年先の将来的な存続園数については、公立幼稚園の存在意義や必

要性を踏まえながら、この基本方針の計画期間内においてさらに検討を加えていく必要があ

ると考えます。 



■総人口・世帯数

資料　：　＜H２～H２７＞市政報告書、　＜H28～H32＞袋井市総合計画

■年齢別人口の推移

資料　：　国勢調査　※H12以前は旧市町の合計値

■５歳階級別増減人口（H22➔H27）

０～４ 4,761 4,519 -
５～９ 4,483 4,585 -176

10～14 4,250 4,367 -116
15～19 4,208 4,174 -76
20～24 5,049 4,137 -71
25～29 6,136 5,325 276
30～34 6,793 6,251 115
35～39 6,968 6,549 -244
40～44 5,501 6,757 -211
45～49 5,106 5,372 -129
50～54 5,516 4,964 -142
55～59 6,056 5,452 -64
60～64 5,943 5,924 -132

資料　：　袋井市人口ビジョン（住民基本台帳）

増減

年
少

生
産
年
齢

H22 H27

87,155 87,000 86,900 
86,600 86,300 85,600 84,400 83,000 81,500 80,000 

68,966 

74,826 
78,732 

82,991 84,846 87,155 86,600 85,400 83,900 82,100 79,900 77,200 
74,300 

71,100 
67,900 

32,294 32,400 32,600 32,700 32,800 32,600 32,300 31,900 31,400 30,900 

18,779 22,323 25,326 28,302 29,752 32,280 32,193 31,985 31,660 31,217 30,380 29,579 28,577 27,346 26,216 

3.67 
3.35 

3.11 
2.93 2.85 

2.70 2.69 2.67 2.65 2.63 2.63 2.61 2.60 2.60 2.59 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

（世帯当たりの人員）（人・世帯） 推計値

総人口 推計総人口 目標人口

世帯数 推計世帯数 目標世帯数 一世帯あたりの人員

14,690 13,877 12,879 12,777 13,145 13,471 12,900 11,800 10,900 10,400 10,200 9,800 9,200 8,500 8,000 

45,751 50,389 53,517 55,917 55,091 54,905 52,600 51,100 49,900 48,100 44,800 41,900 39,300 37,400 36,100 

8,488
10,487

12,321
14,291 16,169 18,779 21,100 22,500 23,100 23,600 

24,900 
25,500 

25,800 
25,200 23,800 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）
推計値

68,966

84,846
87,155 86,600

78,732
74,826

82,991 85,400 83,900 82,100 79,900
77,200 74,300

71,100
67,900

資料 １



（注１）
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,370

578 650 671 671 729 729 762
362 410 419 419 536 540 631

34 18 5 16 30 25 27

幼稚園入園児数の線形近似（緑
点線）は、H30・31年度の数値に、
子ども子育て会議での予測値を
用いて、H23～31年度の範囲で、
近似値を算出しなおしたため、第
１回時の資料と傾きは異なりま
す。保育所待機児童数

■ 施設の定員数の推移

幼稚園
保育所（3～5歳）
保育所（0～2歳）

（2,681）
（2,596）

（2,549） （2,534） （2,517） （2,497） （2,471） （2,442） （2,410） （2,375）

（2,802）
（2,736） （2,763）

（2,623）
（2,539）

（2,493） （2,478） （2,461） （2,441）
（2,416）

2,784
2,852

2,792

2,824

2,696
2,606

2,539

2,821 2,853 2,867

2,714

2,795
2,699 2,703

2,025 2,024

2,016

1,886

1,937
1,824

1,747 （1,596）
（1,542）

（1,489）
（1,435）

（1,382）
（1,328）

462 501 478
538

630
697 719 （763）

（810）

（857）
（904）

（951） （998） （1,045） （1,092）

622 660 694 666 703 735
804 （798） （824）

（849） （874） （899） （924） （950） （975）

（1,687）
（1,625）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

袋井市実績 推計値等

（人）

【 袋井市推計人口及び 保育所等申込者数の推移】

※ただし、H30年度以降の「幼稚園入園児数」（点線）及び「申込者数推移」（点線）は、参考推計値として

H23～29年度の実績値からの線形近似曲線による数値として表したもの。
0～2歳 推計人口

3～5歳 推計人口

0～2歳 実績人口

3～5歳 実績人口

幼稚園入園児数【資料４】

幼稚園入園児数 ※注１

(H23～29の実績及び、子ども子育て

会議のH30・H31予測値からの線形近

似)

0～2歳 保育所等申込者数

【資料４】

0～2歳 保育所等申込者数 ※

(H23～29実績からの線形近似)

3～5歳 保育所等申込者数

【資料４】

3～5歳 保育所等申込者数 ※

(H23～29実績からの線形近似)

資料 ２



出典：袋井市公共施設白書 
 

公共建築物の将来更新費用 

 
下図では、公共建築物（ハコモノ）のみを対象とした将来更新費用の推計を行っています。この

結果では、今後 40 年間での更新費用の 1 年当たり平均は 27.0 億円となっています。 

一方、直近 5 箇年度平均の公共建築物に係る投資的経費の水準は、既存施設更新分のみ

では 13.1億円（黄のライン）であり、今後はこの約 2.1倍の更新費用が見込まれることになります。

新規施設整備分と用地取得費まで含めたものでも 25.6 億円（赤のライン）であり、やや不足して

います。 

しかも、後述のとおりインフラも含めた結果ではさらに不足することが見込まれているため、公共建

築物についても積極的な対応が必要といえます。 

また、将来必要とされる更新費用の水準は、年によって大きく異なっており、既に差し掛かりつつあ

る大規模改修の山（第一波）と、平成 50 年度代の建て替えの山（第二波）をいかにして平準

化するについても課題となります。 

 

図 将来の更新費用の推計（公共建築物のみ） 

 

 

表 直近 5 箇年度平均投資的経費との比較 

 投資的経費の範囲 
直近 5 箇年度平均 

投資的経費 

1 年当たり 

将来更新費用 
比率 

既存更新分（黄） 13.1 億円 

27.0 億円 

2.1 倍 

既存更新分＋新規整備分（橙） 24.8 億円 1.1 倍 

既存更新分＋新規整備分＋用地取得費（赤） 25.6 億円 1.1 倍 

  

大規模改修 

建て替え 

（第一波） 

（第二波） 

2.1 倍 

40 年間の更新費用の総額 1,080.7 億円 

直近５箇年度の費用 

年平均 13.1 億円 

今後の更新費用 

年平均 27.0 億円 

資料３-１ 



出典：袋井市公共施設白書 
 

 

公共建築物及びインフラを合わせた将来更新費用 

 
下図では、公共建築物及びインフラを合わせた今後 40 年間での 1 年当たり平均更新費用は

74.0 億円となっています。 

一方、直近 5 箇年度平均の公共建築物及びインフラに係る投資的経費の水準は、既存施設

更新分のみでは 20.5 億円（黄のライン）であり、今後はこの約 3.6 倍もの更新費用が見込まれ

ることになります。新規施設整備分と用地取得費まで含めたものでも49.5億円（赤のライン）であ

り、この約 1.5 倍が必要と見込まれています。 

また、やはり大規模改修及び更新投資時期が集中することによる山があり、特に平成 50 年代に

は更新投資の大きな山があるので、この山をいかにして平準化するについても課題となります。 

 

図 将来の更新費用の推計（公共建築物及びインフラ） 

 
 

表 直近 5 箇年度平均投資的経費との比較 

 投資的経費の範囲 
直近 5 箇年度平均 

投資的経費 

1 年当たり 

将来更新費用 
比率 

既存更新分（黄） 20.5 億円 

74.0 億円 

3.6 倍 

既存更新分＋新規整備分（橙） 46.1 億円 1.6 倍 

既存更新分＋新規整備分＋用地取得費（赤） 49.5 億円 1.5 倍 

 

  

40 年間の更新費用の総額 2,962.0 億円 

3.6 倍 

今後の更新費用 

年平均 74.0 億円 

直近５箇年度の費用 

年平均 20.5 億円 

資料３-２ 



就学前の子どもの教育・保育のあり方に関する基本方針（案）

■扶助費及び投資的経費の推移

資料　：　＜H17～H27＞市政報告書、　＜H28～H32＞袋井市総合計画

【グラフから】
・ 歳出は、各年で変動はあるが増加傾向である。
・ 扶助費は、平成21年以降増加。（少子高齢化に伴うもの）
・ 投資的経費は、平成25年に大幅増加が見られたが、平成21年以降の公共投資の縮減などにより減少傾向にある。

【今後の見通し】
・ 今後は人口減少の進展による歳入の減少が懸念され、少子高齢化に伴う扶助費の増加が予想されている。
・ 加えて、高度成長期に集中的に整備された施設が、老朽化により更新期を迎えることから、維持管理等の投資的経費が必要となる。
・ そのため、歳入の減少、歳出の増加に対応した、効率的・効果的な財政運用が必要となる。

【課題】
・ 人口減少による歳入減、高齢化による扶助費の増加に伴い財政状況が厳しさを増す中で、公共施設等の適切な維持管理が求められている。
・ 今後、老朽化した公共施設等の更新時期を迎えることから財政負担が懸念されるため、既存の公共建築物の複合化・集約化・長寿命化や
都市基盤施設の有効活用・適正管理等による都市経営の効率化と、選択と集中による公共投資の重点化が求められている。
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資料４

（百万円）



※数値は、平成29年７月１日現在の在園児童・生徒数。

袋井東幼稚園 86

袋井東小学校 たんぽぽ第二保育園 62

袋井西幼稚園 87

田原幼稚園 62

袋井西小学校 明和第二保育園 90

若草幼稚園 163

若葉幼稚園 175

めいわ可睡保育園 97
袋井中学校

袋井あそび保育園 131
袋井北小学校

どんぐり保育園 47

ＭＯＥてんじん園 50

今井幼稚園 85

今井小学校 ひよこ幼児園 90

三川幼稚園 58
三川小学校

山梨幼稚園 299

明和第一保育園 96

袋井ハロー保育園 120

めいわ月見保育園 60
周南中学校 山名小学校

ＭＯＥやまなし園 40

ひだまり保育園 32

高南幼稚園 101
高南小学校

袋井南幼稚園 70

袋井南保育所 86

山名幼稚園 154
袋井南中学校

袋井南小学校 たんぽぽ保育園 62

愛野こども園（幼） 90
愛野こども園（保） 107

# 笠原こども園(幼） 41
笠原小学校 笠原こども園(保) 57

浅羽東幼稚園 99

浅羽東小学校 ルンビニ保育園 97

浅羽南幼稚園 90

浅羽中学校 浅羽南小学校 あさば保育園 89

浅羽北幼稚園 62

浅羽西幼稚園 57

浅羽北小学校 ルンビニ第二保育園 107

497

■ 小・中学校の学区と幼稚園・保育園等の所在地（現状）

642 903

305

765

986

214

178

370

445

485
586

127

334

587 344

袋井北小学校

の一部（※1）

今井小学校

の一部（※2）

幼稚園

保育所・保育園

認定こども園

公立

私立

認可外

（私立）

凡例

資料 ５



【現状】 【あり方（望む姿）】

イメージ イメージ

学区の中学校 学区の中学校

学区の 学区の
小学校 小学校

小学校へ接続される

学区内の保育施設の

「基準的役割」を果た

していく。

地域の幼稚園

地域の認定こども園 地域の保育所 地域の

認定こども園

地域の

保育所

資料６

幼小中一貫教育

への取組強化。

地域の公立幼稚園・こども園

（保幼小接続の基準的役割）



■ 平成29年７月１日現在の各クラス人数

※公立の教育・保育施設のみ記載。

※笠原こども園及び袋井南保育所の在園児数・クラス人数は、３～５歳児部分のみ記載。（在園児数のみ、０～２歳児を含む人数を括弧書きで記載。）

※笠原こども園の３～５歳児クラスは、幼児部・保育部の合同クラスであるため、幼児部・保育部の合計値で記載した。

小学校区
教育・保育

施設名

74
(84)

(98)

1 つき組

ぺんぎん組 18
浅羽北幼稚園 H12 100 62 1

15 1 うさぎ組 24
21 1 そら組 23はな組 18

ぞう組 201 ぺんぎん組 23

浅羽北
浅羽西幼稚園 S54 100 57 1 ひよこ組

こあら組 13 きりん組 20
1

にじ組 14 2

浅羽南 浅羽南幼稚園 S54 160 90 2 りす組

2浅羽東 浅羽東幼稚園 H16 160 99

14 2

つき組 23 1 かぜ組

はな組 15 ほし組 16 かぜ組 19
つき　組 16 2 そら組 19

ぞう組 18

笠原 笠原こども園（※） H29 90 1

1 らいおん組 18 1
袋井南

180 70
54

27 1 そら組 24

袋井南保育所（※） S58 90 1 きりん組 18
ひまわり組 21 1 そら組 241 あひる組 25 1袋井南幼稚園 S46

りす組 15 こあら組 18
ぱんだ組 19 1 らいおん組 332 うさぎ組 16 2高南 高南幼稚園 S51 160 101

いちご組 21 いちょう組 29
けやき組 29

きりん組 33
こあら組 34

みかん組 20
21

さくら組 29
3

うさぎ組 34
かえで組 29

1 そら組 25

山名 山梨幼稚園 H21 340 299

13 1 たんぽぽ組 20

4
ぶどう組 20

4りんご組

三川 三川幼稚園 S54 100 58 1 うさぎ組

こあら組 30 1 きりん組 331 うさぎ組 22 1今井 今井幼稚園 S53 160 85

みかん組 19 あんず組
2 もも組 20 2 26

かえで組 25
3

いちょう組 25
H13 180 175

3

30
ぶどう組 30

けやき組

たんぽぽ組 18
くじら組 31 ほし組 23

らいおん組 32 2 にじ組 23ひまわり組 18
2

れんげ組
袋井北

若草幼稚園 S52 200 163

20 1田原幼稚園 S63 80 62 1
袋井西

袋井西幼稚園 S47 160

18

若葉幼稚園

ゆり組 25もも組 17 1 ふじ組

2 つき組 13 1

33
うさぎ組 13 1 こすもす組 27 1 そら組

５歳児（年長）

袋井東 袋井東幼稚園 S48 160 86

87 2 ひよこ組 14
ほし組 14 にじ組 26 1 そら組 33

建築
年度

定員
在園
児数

 組数 ３歳児（年少）  組数 ４歳児（年中）  組数

資料 ７
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三川小学校

三川幼稚園

めいわ月見保育園

MOE保育園やまなし園

明和第一保育園

袋井ハロー保育園

山名小学校

山梨幼稚園

ひだまり保育園

周南中学校

今井幼稚園

今井小学校

袋井あそび保育園

袋井北小学校

若草幼稚園
若葉幼稚園

ひよこ幼児園

めいわ可睡保育園

袋井東小学校

どんぐり保育園（本園）

たんぽぽ第二保育園

たんぽぽ保育園

愛野こども園

袋井南小学校

袋井南幼稚園

袋井南保育所

袋井南中学校袋井西幼稚園

袋井西小学校

明和第二保育園 袋井中学校

高南小学校

田原幼稚園

浅羽東小学校

浅羽東幼稚園

ルンビニ保育園

ルンビニ第二保育園

浅羽北小学校

浅羽北幼稚園

浅羽西幼稚園

あさば保育園

浅羽南小学校

浅羽南幼稚園

笠原小学校

笠原こども園

浅羽中学校

MOE保育園てんじん園

周南中学校区

袋井中学校区

袋井南中学校区

浅羽中学校区

中学校 ４

小学校 １２

幼稚園（公立） １４

幼稚園（私立） １

保育所（公立） １

保育園（私立） １２

認定こども園（公立） １

認定こども園（私立） １

保育園（認可外） ４

保育園（企業型） １※

※1 市内保育施設のうち、
小学校への接続のない

「地域型保育事業」は、

記載を省略した。

※2 企業型のうち、
聖隷袋井市民病院の

院内保育所 「ふくろうのもり」は、

記載を省略した。

袋井市役所

浅羽支所

愛ノ宮保育園（企業型）

袋井東幼稚園

山名幼稚園

高南幼稚園

【袋井市内の小・中学校、幼稚園、保育園、認定こども園 配置図】 （平成29年度現在）


